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厚
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働
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
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法
案
（
閣
法
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号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
の
一
環
と
し
て
、
労
働
福
祉
事
業
団
を
解
散
し
て
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構

を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

法
人
の
名
称
及
び
目
的

１

名
称
は
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

機
構
は
、
療
養
施
設
等
の
設
置
及
び
運
営
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
労
働
者
の
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
に
関
す
る
療
養

の
向
上
及
び
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
未
払
賃
金
の
立
替
払
事
業
等
を
行
い
、
も
っ
て
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

資
本
金

機
構
の
資
本
金
は
、
政
府
か
ら
機
構
に
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金
額
と
す
る
ほ
か
、
政
府
は
、
予
算
で
定
め
る
金

額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
追
加
し
て
出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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三

役
員

機
構
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
理
事
四
人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

四

主
な
業
務

１

療
養
施
設
、
健
康
診
断
施
設
等
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
。

２

労
働
者
の
健
康
に
関
す
る
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
研
修
、
情
報
の
提
供
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
施
設
の
設
置

及
び
運
営
を
行
う
。

３

未
払
賃
金
の
立
替
払
事
業
を
行
う
。

五

長
期
借
入
金
及
び
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
債
券

機
構
は
、
施
設
の
設
置
等
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
し
、
又

は
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

そ
の
他

１

労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
は
、
機
構
の
成
立
時
に
解
散
す
る
。

２

機
構
は
、
暫
定
業
務
と
し
て
、
一
定
の
療
養
施
設
の
移
譲
等
の
業
務
、
機
構
の
成
立
の
際
現
に
事
業
団
が
設
置
し
て
い
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る
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
移
譲
等
の
業
務
、
事
業
者
に
対
し
安
全
衛
生
保
持
の
た
め
、
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に

係
る
債
権
の
管
理
等
の
業
務
を
行
う
。

３

労
働
福
祉
事
業
団
法
は
、
廃
止
す
る
。

七

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


